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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端部にペン先が設けられた第１筒部と、
　一端部において前記第１筒部が出入される開口部を有し、前記第１筒部を収容可能な第
２筒部と、
　前記第２筒部内部に設置され、前記第１筒部における前記一端部とは反対側の他端部と
、前記第２筒部における前記一端部とは反対側の他端部とが離れる方向に力を付与する弾
性部材と、
　前記第１筒部内部に設置され、前記第２筒部から前記第１筒部が伸長した状態で、前記
第１筒部と前記第２筒部に係合する係合部と、
　前記第１筒部の外周部から露出して設けられ、前記第１筒部に収納される充電池と電気
的に接続される充電端子と、
を備え、
　前記第２筒部の外周部に凹部が形成され、前記凹部は、前記第２筒部が前記第１筒部を
収容した状態で、携帯情報端末の収納部内部に設けられた突起部と嵌合可能であり、
　前記第２筒部の前記外周部には、前記第２筒部が前記第１筒部を収容した状態で、前記
充電端子が露出する開口部が形成されているペン。
【請求項２】
　一端部と他端部とを有する第３筒部と、
　一端部にペン先が設けられ、他端部において前記第３筒部の前記一端部側が出入される
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開口部を有し、前記第３筒部を収容可能な第４筒部と、
　前記第３筒部内部に設置され、前記第３筒部における前記他端部と、前記第４筒部にお
ける前記他端部とが離れる方向に力を付与する弾性部材と、
　前記第４筒部内部に設置され、前記第４筒部から前記第３筒部が伸長した状態で、前記
第３筒部と前記第４筒部に係合する係合部と、
　前記第４筒部の外周部から露出して設けられ、前記第４筒部に収納される充電池と電気
的に接続される充電端子と、
を備え、
　前記第３筒部の外周部に凹部が形成され、前記第４筒部の外周部に貫通孔が形成され、
前記凹部と前記貫通孔は、前記第４筒部が前記第３筒部を収容した状態で、携帯情報端末
の収納部内部に設けられた突起部と嵌合可能であり、
　前記第３筒部の前記外周部には、前記第４筒部が前記第３筒部を収容した状態で、前記
充電端子が露出する開口部が形成されているペン。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のペンと、
　前記ペンを内部に収納し、前記ペンの前記凹部と嵌合する突起部が内部に設けられてい
る収納部を有する筐体と、
を備える携帯情報端末。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載のペンと、
　前記ペンを内部に収納し、前記ペンの前記凹部と嵌合する突起部が内部に設けられてい
る収納部を有する筐体と、
を備え、
　前記充電端子と接触する電源供給端子を有する携帯情報端末。
【請求項５】
　前記収納部内部に設けられ、前記ペンと当接されるノック機構を更に備える請求項３又
は４に記載の携帯情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペン及び携帯情報端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　タブレット端末（タブレットコンピュータ）やスマートフォン等の携帯情報端末は、Ｃ
ＰＵやメモリ等の回路基板が内蔵された筐体にタッチパネルが設けられて、ユーザーが画
面上に触れることで端末への入力が可能である。ユーザーが画面上に触れる際、指先で行
う場合、スタイラスペンのペン先で行う場合がある。
【０００３】
　下記の特許文献１には、静電容量型のタッチパネルで使用されるタッチペンに関する発
明であって、ペン後端部に所定の導電性パターンが形成され、タッチパネルにおいて所定
の導電性パターンが検出されたとき、軌跡上のデータを消去するイレース機能を実行する
技術が開示されている。また、下記の特許文献２には、電子機器の収容部へペンを円滑に
収容することができるように、電子機器の筐体とペンにおいて、相互に反発する磁石が設
けられている収容構造について開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１６７２３９号公報
【特許文献２】特開２０１５－３２１６４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　タッチペンやスタイラスペンと呼ばれる携帯情報端末に用いられるペンは、端末の筐体
内部に収納されたり、筐体の外側に取り付けられたりして、携帯情報端末とペンを同時に
携帯できるように設計・製造されることが一般的である。ペンが端末の筐体内部に収納さ
れる場合、外側に取り付けられる場合に比べて、モバイル（携帯）性は良いが、筐体内部
に配置される他の部品への影響を考慮して、ペン軸が細かったり、短くなることが多く、
ユーザーはペンを握りにくいという問題が生じる。また、ペンが端末の筐体内部に収納さ
れる場合、他の部品との配置関係を調整する必要がある。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、筐体内部に対してコンパク
トに収納することが可能なペン及び携帯情報端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１態様に係るペンは、一端部にペン先が設けられた第１筒部と、一端部にお
いて前記第１筒部が出入される開口部を有し、前記第１筒部を収容可能な第２筒部と、前
記第２筒部内部に設置され、前記第１筒部における前記一端部とは反対側の他端部と、前
記第２筒部における前記一端部とは反対側の他端部とが離れる方向に力を付与する弾性部
材と、前記第１筒部内部に設置され、前記第２筒部から前記第１筒部が伸長した状態で、
前記第１筒部と前記第２筒部に係合する係合部と、前記第１筒部の外周部から露出して設
けられ、前記第１筒部に収納される充電池と電気的に接続される充電端子とを備え、前記
第２筒部の外周部に凹部が形成され、前記凹部は、前記第２筒部が前記第１筒部を収容し
た状態で、携帯情報端末の収納部内部に設けられた突起部と嵌合可能であり、前記第２筒
部の前記外周部には、前記第２筒部が前記第１筒部を収容した状態で、前記充電端子が露
出する開口部が形成されている。
【０００８】
　本発明の第２態様に係るペンは、一端部と他端部とを有する第３筒部と、一端部にペン
先が設けられ、他端部において前記第３筒部の前記一端部側が出入される開口部を有し、
前記第３筒部を収容可能な第４筒部と、前記第３筒部内部に設置され、前記第３筒部にお
ける前記他端部と、前記第４筒部における前記他端部とが離れる方向に力を付与する弾性
部材と、前記第４筒部内部に設置され、前記第４筒部から前記第３筒部が伸長した状態で
、前記第３筒部と前記第４筒部に係合する係合部と、前記第４筒部の外周部から露出して
設けられ、前記第４筒部に収納される充電池と電気的に接続される充電端子とを備え、前
記第３筒部の外周部に凹部が形成され、前記第４筒部の外周部に貫通孔が形成され、前記
凹部と前記貫通孔は、前記第４筒部が前記第３筒部を収容した状態で、携帯情報端末の収
納部内部に設けられた突起部と嵌合可能であり、前記第３筒部の前記外周部には、前記第
４筒部が前記第３筒部を収容した状態で、前記充電端子が露出する開口部が形成されてい
る。
【０００９】
　本発明の第３態様に係る携帯情報端末は、上記の第１又は第２態様に係るペンと、前記
ペンを内部に収納し、前記ペンの前記凹部と嵌合する突起部が内部に設けられている収納
部を有する筐体とを備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、筐体内部に対してペンをコンパクトに収納することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態に係るペンを示す縦断面図である。
【図２Ａ】本発明の第１実施形態に係るペンを示す横断面図であり、図１のIIＡ－IIＡ線
で切断した図である。
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【図２Ｂ】本発明の第１実施形態に係るペンを示す横断面図であり、図３ＡのIIＢ－IIＢ
線で切断した図である。
【図３Ａ】本発明の第１実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部に収納する過程を示している。
【図３Ｂ】本発明の第１実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部に収納する過程を示している。
【図３Ｃ】本発明の第１実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部に収納する過程を示している。
【図４Ａ】本発明の第１実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部から取り出す過程を示している。
【図４Ｂ】本発明の第１実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部から取り出す過程を示している。
【図４Ｃ】本発明の第１実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部から取り出す過程を示している。
【図４Ｄ】本発明の第１実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部から取り出す過程を示している。
【図５】本発明の第２実施形態に係るペンを示す縦断面図である。
【図６Ａ】本発明の第２実施形態に係るペンを示す横断面図であり、図５のVIＡ－VIＡ線
で切断した図である。
【図６Ｂ】本発明の第２実施形態に係るペンを示す横断面図であり、図７ＡのVIＢ－VIＢ
線で切断した図である。
【図７Ａ】本発明の第２実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部に収納する過程を示している。
【図７Ｂ】本発明の第２実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部に収納する過程を示している。
【図７Ｃ】本発明の第２実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部に収納する過程を示している。
【図８Ａ】本発明の第２実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部から取り出す過程を示している。
【図８Ｂ】本発明の第２実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部から取り出す過程を示している。
【図８Ｃ】本発明の第２実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部から取り出す過程を示している。
【図８Ｄ】本発明の第２実施形態に係るペンと収納部を示す縦断面図であり、ペンを収納
部から取り出す過程を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態に係るペン１について、図面を参照しながら、説明する。
　本実施形態に係るペン１は、例えばタブレット端末への入力に用いられ、タブレット端
末の収納部２１に収納可能である。ペン１は、アクティブ式でもよいし、パッシブ式でも
よい。アクティブ式の場合、バッテリー４１、トランスデューサー、制御部、圧力検出部
を有するモジュール部４２などが搭載されている。なお、以下では、携帯情報端末の例と
して、タブレット端末を挙げるが、本発明が適用される携帯情報端末はこれに限られず、
ノート型パーソナルコンピュータ、スマートフォンなどでもよい。
【００１３】
　本実施形態に係るペン１は、伸縮可能であり、タッチペンとして使用するとき、伸長し
て用いられ、タブレット端末に収納するとき、収縮される。
【００１４】
　また、ペン１の一端部には、ペン先４３が設けられ、ペン先４３の内部には、外部と先
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端で接触しモジュール部４２と電気的に導通する芯材４４が設けられている。芯材４４の
材料は、例えば導電性合成樹脂や金属である。
【００１５】
　圧力検出部は、ペン先４３がタッチパネルなどに当接され、その押圧力によってペン先
４３の芯材４４がスプリングの弾性力に抗して押し込まれた際の圧力を検出して、検出結
果を制御部に出力する。なお、圧力検出部でペン先４３の押下を検出する場合に限られず
、他の検出手段を使用してペン先４３の押下を検出してもよい。
【００１６】
　バッテリー４１は、制御部に電力を供給し、制御部は、電圧レベルを調整してトランス
デューサー及び圧力検出部に電圧を供給する。トランスデューサーは電圧が供給されると
、発振を開始して正弦波信号を生成し、ペン１はアクティブタッチペンとして用いること
が可能になる。
【００１７】
　トランスデューサーは、例えば、電圧制御発振器であり、ペン先４３の芯材４４と電気
的に接続されている。トランスデューサーは、制御部によって出力される電圧に基づいて
正弦波信号（周波数ｆ１，振幅Ａ１）を生成し、生成した正弦波信号をペン先４３の芯材
４４を通じて送信する。タブレット端末は、タッチセンサを介して駆動検出部が正弦波信
号を受信する。
【００１８】
　制御部は、圧力検出部の圧力検出結果に基づいて、ペン先４３の押下を検出した場合に
は、トランスデューサーに出力する電圧を変更し、正弦波信号（周波数ｆ２（但し、ｆ２
＞ｆ１），振幅Ａ１）を生成する。
【００１９】
　なお、ペン１は、圧力検出部で圧力が検出された場合にアクティブ状態とし、所定時間
使用されない場合に、スリープ状態に移行するように構成してもよい。
【００２０】
　ペン１は、図１に示すように、内筒部３と、外筒部４と、弾性ばね５と、フック部６等
を備える。
　内筒部３は、例えば、円筒形状を有する。内筒部３は、一端部にペン先４３が設けられ
、内部に上述したバッテリー４１やモジュール部４２が収納されている。内筒部３のペン
先４３側とは反対側の他端部には蓋部１１が設けられ、蓋部１１によって内筒部３の他端
部側が覆われている。
【００２１】
　外筒部４は、例えば、円筒形状を有し、内筒部３の外径と外筒部４の内径がほぼ等しく
、外筒部４の内径の方が内筒部３の外径よりも僅かに大きい。外筒部４の一端部には、開
口部４ａが形成されており、開口部４ａを通過して内筒部３が出入する。内筒部３は、外
筒部４の内周面に沿ってスライドして、外筒部４の内部に収納される。外筒部４の開口部
４ａとは反対側の他端部には蓋部１２が設けられ、蓋部１２によって外筒部４の他端部側
が覆われている。
【００２２】
　外筒部４の内部には、弾性ばね５が設けられる。弾性ばね５は、圧縮ばねであり、弾性
ばね５の軸方向は、外筒部４の軸方向と平行である。弾性ばね５の一端側は、内筒部３の
蓋部１１と固定され、他端側は、外筒部４の蓋部１２と固定される。弾性ばね５は、内筒
部３の蓋部１１と外筒部４の蓋部１２が離れる方向に弾性力を付与する。したがって、弾
性ばね５によって内筒部３と外筒部４が伸長される。
【００２３】
　フック部６は、内筒部３の内部において蓋部１１に固定されている。フック部６は、図
２Ａ及び図２Ｂに示すように、例えば、円弧形状の弾性を有する部材であって、外側へ向
かって弾性力を付与する。フック部６の端部には、凸部６ａが形成されている。凸部６ａ
は、内筒部３の径方向に移動可能である。
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【００２４】
　内筒部３の円筒面には、フック部６の凸部６ａに相当する位置に貫通孔３Ａが形成され
ており、フック部６の凸部６ａは、貫通孔３Ａを出入する。また、外筒部４の円筒面には
、外筒部４の開口部４ａ側に、貫通孔４Ａが形成されており、図１及び図２Ａに示すよう
に、貫通孔３Ａを貫通したフック部６の凸部６ａが、外筒部４の貫通孔４Ａに係合可能で
ある。フック部６の凸部６ａは、外筒部４から内筒部３が伸長した状態で、外筒部４の貫
通孔４Ａに係合する。
　これにより、ペン１が伸長した状態が維持され、ペン１が長い状態でタッチペンとして
使用可能になる。
【００２５】
　外筒部４に内筒部３が収容され、ペン１が収縮した状態では、フック部６は、図２Ｂに
示すように、外筒部４の内周面によって中心側に押され、縮んだ状態となる。このとき、
図３Ａ～図３Ｃ、図４Ａ～図４Ｃに示すように、内筒部３と外筒部４の係合状態が解除さ
れ、外筒部４の内面に沿って内筒部３がスライド可能である。
【００２６】
　外筒部４の円筒面に形成された貫通孔４Ａは、凹部の一例である。外筒部４が内筒部３
を収容した状態で、貫通孔４Ａは、図３Ｃに示すように、タブレット端末の収納部２１内
部に設けられた突起部２２と嵌合可能である。
【００２７】
　内筒部３には、図１に示すように、バッテリー４１と電気的に接続される充電端子１３
が設けられている。充電端子１３は、内筒部３の外周部から露出して設けられる。すなわ
ち、内筒部３の円筒面には、充電端子１３を露出させる開口部（図示せず。）が形成され
ている。また、外筒部４の円筒面にも、充電端子１３を外部に露出させる開口部１４が形
成される。
【００２８】
　タブレット端末の収納部２１は、ペン１の直径よりも大きい内径を有し、ペン１は、収
納部２１に対して長さ方向に挿入される。収納部２１は、収縮した状態のペン１を先端部
から後端部まで全て収納可能である。収納部２１は、例えば円筒形の内面を有する。
【００２９】
　収納部２１の内部には、収納部２１の軸心方向に向かって突出した突起部２２が設けら
れている。突起部２２は、収納部２１の軸心へ向かって弾性力を付与する。突起部２２は
、上述した外筒部４の円筒面に形成された貫通孔４Ａと嵌合する。
【００３０】
　また、収納部２１の内部には、ペン１の充電端子１３と接触可能な電源供給端子（図示
せず。）が設けられる。電源供給端子は、ペン１が収納部２１に収納されたとき、ペン１
の充電端子１３が位置する場所に対応する位置に設けられる。電源供給端子は、弾性体を
有し、収納部２１の軸心へ向かって弾性力が付与される。これにより、ペン１が収納部２
１に収納されたとき、充電端子１３が電源供給端子と接触する。
【００３１】
　収納部２１の内部には、図３Ａ～図３Ｃ、図４Ａ～図４Ｄに示すように、ノック機構３
０が設けられてもよい。ノック機構３０は、挿入されたペン１の先端部と当接可能である
。ノック機構３０が設けられる場合、ペン１の収納部２１からの取り出しが容易になる。
すなわち、ノック機構３０は、１度目の押込みによってノックバー３１が奥側２１ｂに固
定され、また、再度の押し込みによってノックバー３１が開口側２１ａに突出される。
【００３２】
　すなわち、１度目の押し込みによって、ノックバー３１とスプリングカム３２が奥側２
１ｂへ押し込まれ、弾性ばね３３も収縮する。このとき、スプリングカム３２は係合位置
で固定され、ノックバー３１が奥側２１ｂで固定される。また、再度の押し込みによって
、ノックバー３１とスプリングカム３２が奥側２１ｂへ押し込まれ、スプリングカム３２
が係合位置から解除される。その結果、弾性ばね３３によってノックバー３１とスプリン
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グカム３２が開口側２１ａへ突出する。
【００３３】
　ノック機構３０では、押し込みによる奥側２１ｂへの固定と、押し込みによる開口側２
１ａへの突出が繰り返される。ノックバー３１が開口側２１ａに突出されるとき、ノック
バー３１が弾性ばね３３によって弾性力が付与されることから、ノックバー３１に当接し
たペン１も収納部２１の開口側２１ａへ押し出され、ペン１を収納部２１から容易に取り
出すことができる。
【００３４】
　ペン１を収納部２１に収納する場合について、以下、ペン１及びノック機構３０の動作
について説明する。
【００３５】
　図３Ａに示すように、ペン１が収納部２１に挿入されると、まず、図３Ｂに示すように
、ペン１のペン先４３がノック機構３０に当接する。このとき、ペン１は伸長した状態で
、ペン１の後端部側は、収納部２１に収まりきらずはみ出した状態である。そして、ペン
１が更に押し込まれると、外筒部４が内筒部３にスライドして、ペン１が収縮していく。
また、ノック機構３０のノックバー３１も押し込まれて、ノックバー３１が奥側２１ｂに
固定される。
【００３６】
　そして、図３Ｃに示すように、ノックバー３１が奥側２１ｂで固定され、かつ、外筒部
４が内筒部３を収容した状態で、タブレット端末の収納部２１内部に設けられた突起部２
２は、外筒部４の円筒面に形成された貫通孔４Ａと嵌合される。その結果、外筒部４が突
起部２２によって位置が固定され、ペン１は、収納部２１内において収縮した状態で、突
出することなく収納される。なお、ノック機構３０の弾性ばね３３は、ペン１の弾性ばね
５のみによる押圧力では、押込みによる開口側２１ａへの突出が行われないように弾性力
が設定されている。これにより、ペン１が収納部２１に収納された状態で、弾性ばね５に
よってペン１の内筒部３におけるペン先４３がノック機構３０に当接するが、ノック機構
３０のノックバー３１が開口側２１ａへ突出することがない。
【００３７】
　ペン１を収納部２１から取り出す場合について、以下、ペン１及びノック機構３０の動
作について説明する。
【００３８】
　図４Ａに示すように、収納部２１に収納されたペン１が奥側２１ｂへ押し込まれると、
ペン１は収納部２１内をスライドしてペン先４３がノック機構３０に当接する。そして、
ノック機構３０のノックバー３１が奥側２１ｂへ押し込まれた後、図４Ｂに示すように、
弾性ばね３３によって、ノックバー３１が開口側２１ａへ突出する。その結果、ペン１は
、ノックバー３１によって収納部２１の開口側２１ａへ押圧力が付与される。
【００３９】
　このとき、ペン１は、開口側２１ａへ移動し、ペン１の外筒部４に設けられた貫通孔４
Ａは、収納部２１内部に設けられた突起部２２を通過する。しかし、ノック機構３０によ
ってペン１は押圧力が付与されていることから、図４Ｃに示すように、貫通孔４Ａと突起
部２２が再度嵌合することなく、ペン１は更に開口側２１ａへ押し出される。その結果、
図４Ｄに示すように、ペン１内部の弾性ばね５も作用し、内筒部３と外筒部４が離れる方
向に弾性力が付与され、ペン１が伸長される。そして、ペン１の後端側が収納部２１から
はみ出た状態となるため、ペン１の取り出しが可能になる。
【００４０】
　ペン１をタッチペンとして使用する際は、図１及び図４Ｄに示すように、フック部６の
凸部６ａを、外筒部４の貫通孔４Ａに係合させる。これにより、外筒部４から内筒部３が
伸長した状態、すなわち、ペン１が伸長した状態が維持され、タッチペンとして使用可能
になる。
【００４１】
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　以上、本実施形態によれば、ペン１がタブレット端末の収納部２１に収納される際は、
ペン１が収縮するため、タブレット端末の筐体内部において収納部２１が占めるスペース
を低減できる。その結果、ペン軸が長いものを収納する場合に比べて、他の部品との配置
関係の調整に余裕を持たせることができる。また、ペン１をタッチペンとして使用する際
は、ペン軸が長くなるため、ユーザーがペン１を握りやすくなる。さらに、収納部２１が
筐体内部に占めるスペースの位置によっては、ペン軸を短くする分、ペン軸を太くするこ
とができ、ユーザーがペン１を更に握りやすくなる。
【００４２】
　また、本実施形態において、ペン１の収縮は、ユーザーが収納部２１に収納する際、同
時に行うことができ、ペン１の伸長は、ユーザーが収納部２１から取り出す際、突起部２
２と貫通孔４Ａの嵌合が解除されることによって、自動的に行われる。そのため、ユーザ
ーは、ペン１の伸縮作業の手間を低減できる。
【００４３】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係るペン２について、図面を参照しながら、説明する。
　本実施形態に係るペン２は、図５に示すように、外筒部７と、内筒部８と、弾性ばね９
と、フック部１０等を備える。
　本実施形態に係るペン２は、伸縮可能であり、タッチペンとして使用するとき、伸長し
て用い、タブレット端末に収納するとき、収縮される。
【００４４】
　なお、ペン２がアクティブ式の場合、第１実施形態と同様に、バッテリー４１、トラン
スデューサー、制御部、圧力検出部を有するモジュール部４２などが搭載されている。バ
ッテリー４１、モジュール部４２は、外筒部７に収納される。また、外筒部７には、一端
部にペン先４３が設けられる。
【００４５】
　外筒部７は、例えば、円筒形状を有する。外筒部７は、一端部にペン先４３が設けられ
、内部に上述したバッテリー４１やモジュール部４２が収納されている。外筒部７のペン
先４３側とは反対側の他端部には蓋部１５が設けられ、蓋部１５によって外筒部７の他端
部側が覆われている。
【００４６】
　内筒部８は、例えば、円筒形状を有し、外筒部７の内径と内筒部８の外径がほぼ等しく
、外筒部７の内径の方が内筒部８の外径よりも僅かに大きい。内筒部８におけるペン先４
３側とは反対側の他端部には蓋部１６が設けられ、蓋部１６によって内筒部８の他端部側
が覆われている。
【００４７】
　外筒部７の他端部には、開口部７ａが形成されており、開口部７ａを通過して内筒部８
が出入する。内筒部８は、外筒部７の内周面に沿ってスライドして、外筒部７の内部に収
納される。
【００４８】
　内筒部８の内部には、弾性ばね９が設けられる。弾性ばね９は、圧縮ばねであり、弾性
ばね９の軸方向は、内筒部８の軸方向と平行である。弾性ばね９の一端側は、外筒部７の
蓋部１５と固定され、他端側は、内筒部８の蓋部１６と固定される。弾性ばね９は、外筒
部７の蓋部１５と内筒部８の蓋部１６が離れる方向に弾性力を付与する。したがって、弾
性ばね９によって外筒部７と内筒部８が伸長される。
【００４９】
　フック部１０は、外筒部７の内部において蓋部１５に固定されている。フック部１０は
、図６Ａ及び図６Ｂに示すように、例えば、円弧形状の弾性を有する部材であって、外側
へ向かって弾性力を付与する。フック部１０の端部には、凸部１０ａが形成されている。
凸部１０ａは、外筒部７の径方向に移動可能である。
【００５０】
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　外筒部７の円筒面のうち後端部側には、フック部１０の凸部１０ａに相当する位置に貫
通孔７Ａが形成されており、フック部１０の凸部１０ａは、貫通孔７Ａを出入する。また
、内筒部８の円筒面には、内筒部８におけるペン先４３側に、貫通孔８Ａが形成されてお
り、図５及び図６Ａに示すように、貫通孔８Ａを貫通したフック部１０の凸部１０ａが、
外筒部７の貫通孔７Ａに係合可能である。フック部１０の凸部１０ａは、外筒部７から内
筒部８が伸長した状態で、内筒部８の貫通孔８Ａ及び外筒部７の貫通孔７Ａに係合する。
　これにより、ペン２が伸長した状態が維持され、ペン２が長い状態でタッチペンとして
使用可能になる。
【００５１】
　外筒部７に内筒部８が収容され、ペン２が収縮した状態では、フック部１０は、図６Ｂ
に示すように、内筒部８の内周面によって中心側に押され、縮んだ状態となる。このとき
、図７Ａ～図７Ｃ、図８Ａ～図８Ｃに示すように、外筒部７と内筒部８の係合状態が解除
され、外筒部７の内面に沿って内筒部８がスライド可能である。
【００５２】
　外筒部７の円筒面のうちペン先４３側には貫通孔７Ｂが形成され、内筒部８の円筒面に
は貫通孔８Ａよりもペン先４３側に貫通孔８Ｂが形成される。貫通孔８Ｂは、凹部の一例
である。外筒部７が内筒部８を収容した状態で、外筒部７の貫通孔７Ｂと内筒部８の貫通
孔８Ａは、図７Ｃに示すように、タブレット端末の収納部２１内部に設けられた突起部２
２と嵌合可能である。
【００５３】
　外筒部７には、図５に示すように、バッテリー４１と電気的に接続される充電端子１７
が設けられている。充電端子１７は、外筒部７の外周部から露出して設けられる。すなわ
ち、外筒部７の円筒面には、充電端子１７を露出させる開口部（図示せず。）が形成され
ている。また、内筒部８の円筒面にも、充電端子１７を外部に露出させる開口部１８が形
成される。
【００５４】
　タブレット端末の収納部２１は、ペン２の直径よりも大きい内径を有し、ペン２は、収
納部２１に対して長さ方向に挿入される。収納部２１は、収縮した状態のペン２を先端部
から後端部まで全て収納可能である。収納部２１は、例えば円筒形の内面を有する。
【００５５】
　収納部２１の内部には、収納部２１の軸心方向に向かって突出した突起部２２が設けら
れている。突起部２２は、収納部２１の軸心へ向かって弾性力を付与する。突起部２２は
、上述した外筒部７の円筒面に形成された貫通孔７Ｂ及び内筒部８の円筒面に形成された
貫通孔８Ｂと嵌合する。
【００５６】
　また、収納部２１の内部には、ペン２の充電端子１７と接触可能な電源供給端子（図示
せず。）が設けられる。電源供給端子は、ペン２が収納部２１に収納されたとき、ペン２
の充電端子１７が位置する場所に対応する位置に設けられる。電源供給端子は、弾性体を
有し、収納部２１の軸心へ向かって弾性力が付与される。これにより、ペン２が収納部２
１に収納されたとき、充電端子１７が電源供給端子と接触する。
【００５７】
　収納部２１の内部には、図７Ａ～図７Ｃ、図８Ａ～図８Ｄに示すように、ノック機構３
０が設けられてもよい。ノック機構３０は、挿入されたペン２の先端部と当接可能である
。ノック機構３０が設けられる場合、ペン２の収納部２１からの取り出しが容易になる。
すなわち、ノック機構３０は、１度目の押込みによってノックバー３１が奥側２１ｂに固
定され、また、再度の押し込みによってノックバー３１が開口側２１ａに突出される。ノ
ック機構３０の構成及び作用は、上述した第１実施形態と同様であるため省略する。
【００５８】
　ペン２を収納部２１に収納する場合について、以下、ペン２及びノック機構３０の動作
について説明する。
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【００５９】
　図７Ａに示すように、ペン２が収納部２１に挿入されると、まず、図７Ｂに示すように
、ペン２のペン先４３がノック機構３０に当接する。このとき、ペン２は伸長した状態で
、ペン２の後端部側は、収納部２１に収まりきらずはみ出した状態である。そして、ペン
２が更に押し込まれると、内筒部８が外筒部７にスライドして、ペン２が収縮していく。
また、ノック機構３０のノックバー３１も押し込まれて、ノックバー３１が奥側２１ｂに
固定される。
【００６０】
　そして、図７Ｃに示すように、ノックバー３１が奥側２１ｂで固定され、かつ、外筒部
７が内筒部８を収容した状態で、タブレット端末の収納部２１内部に設けられた突起部２
２は、外筒部７の円筒面に形成された貫通孔７Ｂ及び内筒部８の円筒面に形成された貫通
孔８Ｂと嵌合される。その結果、内筒部８が突起部２２によって位置が固定され、ペン２
は、収納部２１内において収縮した状態で、突出することなく収納される。なお、ノック
機構３０の弾性ばね３３は、ペン２の弾性ばね９のみによる押圧力では、押込みによる開
口側２１ａへの突出が行われないように弾性力が設定されている。これにより、ペン２が
収納部２１に収納された状態で、弾性ばね９によってペン２の外筒部７におけるペン先４
３がノック機構３０に当接するが、ノック機構３０のノックバー３１が開口側２１ａへ突
出することがない。
【００６１】
　ペン２を収納部２１から取り出す場合について、以下、ペン２及びノック機構３０の動
作について説明する。
【００６２】
　図８Ａに示すように、収納部２１に収納されたペン２が奥側２１ｂへ押し込まれると、
ペン２は収納部２１内をスライドしてペン先４３がノック機構３０に当接する。そして、
ノック機構３０のノックバー３１が奥側２１ｂへ押し込まれた後、図８Ｂに示すように、
弾性ばね３３によって、ノックバー３１が開口側２１ａへ突出する。その結果、ペン２は
、ノックバー３１によって収納部２１の開口側２１ａへ押圧力が付与される。
【００６３】
　このとき、ペン２は、開口側２１ａへ移動し、ペン２の外筒部７に設けられた貫通孔７
Ｂ及び内筒部８に設けられた貫通孔８Ｂは、収納部２１内部に設けられた突起部２２を通
過する。しかし、ノック機構３０によってペン２は押圧力が付与されていることから、図
８Ｃに示すように、貫通孔７Ｂ及び貫通孔８Ｂと突起部２２が再度嵌合することなく、ペ
ン２は更に開口側２１ａへ押し出される。その結果、図８Ｄに示すように、ペン２内部の
弾性ばね９も作用し、外筒部７と内筒部８が離れる方向に弾性力が付与され、ペン２が伸
長される。そして、ペン２の後端側が収納部２１からはみ出た状態となるため、ペン２の
取り出しが可能になる。
【００６４】
　ペン２をタッチペンとして使用する際は、図５及び図８Ｄに示すように、フック部１０
の凸部１０ａを、内筒部８の貫通孔８Ａ及び外筒部７の貫通孔７Ａに係合させる。これに
より、外筒部７から内筒部８が伸長した状態、すなわち、ペン２が伸長した状態で維持さ
れ、タッチペンとして使用可能になる。
【００６５】
　以上、本実施形態によれば、ペン２がタブレット端末の収納部２１に収納される際は、
ペン２が収縮するため、タブレット端末の筐体内部において収納部２１が占めるスペース
を低減できる。その結果、ペン軸が長いものを収納する場合に比べて、他の部品との配置
関係の調整に余裕を持たせることができる。また、ペン２をタッチペンとして使用する際
は、ペン軸が長くなるため、ユーザーがペン２を握りやすくなる。さらに、収納部２１が
筐体内部に占めるスペースの位置によっては、ペン軸を短くする分、ペン軸を太くするこ
とができ、ユーザーがペン２を更に握りやすくなる。
【００６６】
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　また、本実施形態において、ペン２の収縮は、ユーザーが収納部２１に収納する際、同
時に行うことができ、ペン２の伸長は、ユーザーが収納部２１から取り出す際、突起部２
２と貫通孔８Ｂ及び貫通孔７Ｂの嵌合が解除されることによって、自動的に行われる。そ
のため、ユーザーは、ペン２の伸縮作業の手間を低減できる。
【符号の説明】
【００６７】
１　　　：ペン
２　　　：ペン
３　　　：内筒部（第１筒部）
３Ａ　　：貫通孔
４　　　：外筒部（第２筒部）
４Ａ　　：貫通孔（凹部）
４ａ　　：開口部
５　　　：弾性ばね（弾性部材）
６　　　：フック部（係合部）
６ａ　　：凸部
７　　　：外筒部（第４筒部）
７Ａ　　：貫通孔
７Ｂ　　：貫通孔
７ａ　　：開口部
８　　　：内筒部（第３筒部）
８Ａ　　：貫通孔（凹部）
８Ｂ　　：貫通孔
９　　　：弾性ばね
１０　　：フック部
１０ａ　：凸部
１１　　：蓋部
１２　　：蓋部
１３　　：充電端子
１４　　：開口部
１５　　：蓋部
１６　　：蓋部
１７　　：充電端子
１８　　：開口部
２１　　：収納部
２１ａ　：開口側
２１ｂ　：奥側
２２　　：突起部
３０　　：ノック機構
３１　　：ノックバー
３２　　：スプリングカム
３３　　：弾性ばね
４１　　：バッテリー
４２　　：モジュール部
４３　　：ペン先
４４　　：芯材
 
【要約】
【課題】筐体内部に対してコンパクトに収納することが可能なペン及び携帯情報端末を提
供することを目的とする。



(12) JP 6279781 B1 2018.2.14

【解決手段】ペン１は、一端部にペン先が設けられた内筒部３と、一端部において内筒部
３が出入される開口部４ａを有し、内筒部３を収容可能な外筒部４と、外筒部４内部に設
置され、内筒部３における一端部とは反対側の他端部と、外筒部４における一端部とは反
対側の他端部とが離れる方向に力を付与する弾性ばね５と、内筒部３内部に設置され、外
筒部４から内筒部３が伸長した状態で、内筒部３と外筒部４に係合するフック部６とを備
え、外筒部４の外周部に貫通孔４Ａが形成され、貫通孔４Ａは、外筒部４が内筒部３を収
容した状態で、携帯情報端末の収納部内部に設けられた突起部と嵌合可能である。
【選択図】図１

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図４Ｃ】

【図４Ｄ】 【図５】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図７Ｃ】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図８Ｃ】 【図８Ｄ】
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